
亀山市選挙管理委員会告示第３０号 

亀山市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和７年４月２１日 

亀山市選挙管理委員会 

委員長  山 内 秀 喜 

 

亀山市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示 

 

亀山市選挙管理委員会規程（平成１７年亀山市選挙管理委員会告示第１号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（公印） 

第２３条 委員会、委員長及び事務局長

の公印は、別表のとおりとし、その取

扱いについては、市の公印の取扱いの

例による。 

（公印） 

第２３条 委員会及び委員長の公印は、

別表のとおりとし、その取扱いについ

ては、市の公印の取扱いの例による。 

別表に次のように加える。 
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附 則 

この告示は、令和７年４月２２日から施行する。 

 


